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上場会社専用サイト「上場会社通信」の開設について 

 

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は、証券市場の運営につきまし

てご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 このたび当取引所では、現在郵送等により行っております上場会社の皆様との各種書類の授受につ

きまして電子化するべく、名古屋証券取引所ホームページ(http://www.nse.or.jp)内に上場会社専用サ

イト（上場会社通信）を開設することといたしました。具体的には「上場会社通知文等のダウンロー

ド」※１及び「各種書類のｗｅｂ提出」※２などが可能となり、上場会社の皆様におかれましては、

提出に係る事務が簡素化されるなど、その利便性が向上するものと考えております。（上場会社通信

の概略及び今後のスケジュールについては別紙をご覧ください。） 
 つきましては、今回の電子化の趣旨をご理解いただき、上場会社専用サイトの運営にあたりまして

ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

※１郵送による上場会社向けご通知はサイト稼働日（５／６）をもって終了させ

ていただき、以後はサイトへの掲載のみとなります。このため上場会社向け

通知の更新情報を電子メールにて配信する予定ですので、更新情報受信のた

めのメールアドレスの登録をお願いします。 
※２従来どおりご郵送やご持参いただいての提出も可能です。 

 
 
 

敬 具 

 
【本件に関するお問合せ先】 

株式会社名古屋証券取引所 自主規制グループ 上場監理担当 

TEL：052-262-3174  FAX：052-264-4702  E-mail：syoken@nse.or.jp



 

 

 

 

 

― 掲 載 情 報 ― 

 上場会社向け通知文 

 会社情報適時開示ガイドブック 

 上場関係規則集 

 ＴＤｎｅｔマニュアル 

 提出書類の様式 

― そ の 他 の 機 能 ― 

 各種書類の提出 

 上場会社通信の更新情報の電子メール配信 

 

 

名古屋証券取引所ホームページ（http://www.nse.or.jp/）内の専用ボタン

からアクセス 

 

 

平成１６年５月６日（木）（予定） 

※ユーザーＩＤ・パスワードは４月下旬に郵送にてお知らせ致します。 

上場会社専用サイト「上場会社通信」の概略 

サ ー ビ ス 内 容 

Ｕ Ｒ Ｌ 

稼 動 時 期 

別紙 



 

 

 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月以降 

郵送による通知       

「上場会社通信」への掲載       

「上場会社通信」更新情報のお知らせ（郵送）       
上場会社通知文 

「上場会社通信」更新情報のお知らせ（電子メ

ール） 
 

 
    

紙ベース（郵送）による提出       名証への書類提出

（注１） 
「上場会社通信」によるｗｅｂ提出       

紙ベース（郵送）による提出       

「上場会社通信」によるｗｅｂ提出       

名証への書類提出

（転換報告書等）

（注２） 
電子メールによる提出       

（注１）「決算取締役会決議通知書」「株式の分布状況表」の提出について 

   稼働日以降にご提出される場合は「上場会社通信によるｗｅｂ提出」又は「紙ベース（郵送）による提出」のどちらで提出していただいても結構です。 

（注２）転換報告書、行使報告書、ストックオプション報告書、優先株転換報告書を電子メールにより提出されている上場会社の皆様へ 

   転換報告書等の電子メール提出は８月提出分（７月分月間報告）をもって終了させていただきます。９月提出分（８月分月間報告）からは、「上場会社通信によるｗｅｂ提出」又は「紙ベース（郵送）

による提出」をお願いします。（様式に変更はございませんので、従来電子メール提出用にご作成いただいていたファイルを、そのまま上場会社通信からご提出ください。）

今後のスケジュール 

稼働日（5/6 予定） 
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上場会社専用サイト「上場会社通信」に係るＱ＆Ａ（Ｖｅｒ.1.0） 

 

 

Ｑ：「上場会社通信」の開設によって何が変わるのですか。 

Ａ：「上場会社宛通知（名証→上場会社）のダウンロード」及び「書類のｗｅｂ提出（上場会社→名

証）」が可能となります。 

 

Ⅰ．「上場会社通信」による上場会社宛通知（名証→上場会社）について 

 

Ｑ：「上場会社宛通知（名証→上場会社）」の内容について具体的に説明してください 

Ａ：①上場会社向け通知文のダウンロード、②「上場関係規則集」「会社情報適時開示ガイドブック」

等のダウンロード、③「上場会社通信」更新情報の受信（電子メール）※が行えます。 
 
 ※③についてはメールアドレスの登録が必要になります。メールアドレスは１名以上の登録をお願

いします。（最大５名まで）（詳しくは、別添「「上場会社通信」マニュアル」ｐ８をご参照く

ださい。） 

 

Ｑ：どのような書類が「上場会社通信」により上場会社宛に通知されるのですか。 

Ａ：従来郵送にてご案内させていただいておりました各種通知文（自主規制グループ（上場監理担当）

からの発送書類に限ります。）はすべて「上場会社通信」に掲載させていただきます。 

 

Ｑ：「上場会社通信」による上場会社宛通知が開始されたあと、従来の郵送による通知はなくなるの

ですか。 

Ａ：原則として、平成１６年５月６日（稼働日）以降、郵送による通知は終了いたします。「上場会

社通信」導入により、従来以上にタイムリーに各種通知のご案内をさせていただく予定でござい

ます。また、以前からご要望の強かった、「会社情報の適時開示ガイドブック」及び「上場関係

規則集」も、常に最新のものを「上場会社通信」に掲載させていただきますので、何卒ご理解と

ご協力をお願いいたします。 

 

Ｑ：上場会社宛通知の郵送を終了されると、毎日、「上場会社通信」を確認しなければ、いつ通知文

が掲載されたかわからないので、郵送による通知を継続してもらえないですか。 

Ａ：郵送による通知は終了させていただきますが、メールアドレスをご登録いただければ、「上場会

社通信」掲載の情報が更新される都度、電子メールにてご連絡させていただきます。（メールア

ドレスのご登録をお願いします。） 

 
Ⅱ．電子メールアドレスの登録について 

 

Ｑ：「上場会社通信」の更新情報受信用に新たにメール・アカウントを用意する必要はありまか。 

Ａ：メール・アカウントは現在ご利用中のもので結構です。（別途新たにご用意いただかなくても結

構です。） 

 

Ｑ：電子メールの送信先を６ヶ所以上設定したいのですが、可能ですか。 
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Ａ：６ヶ所以上の登録はできません。５ヶ所以内での設定をお願いします。 

 

Ｑ：電子メールの送信先には全て同じ内容が配信されるのですか。 

Ａ：同一情報を配信いたします。 

 

Ⅲ．「上場会社通信」による書類提出について 

 
Ｑ：「書類のｗｅｂ提出（上場会社→名証）」の内容について具体的に説明してください 

Ａ：郵送等により紙ベースでご提出いただいていた書類を、インターネットによりファイル形式で提

出することができます。（ｗｅｂ上での入力作業は一切ございません。）（詳しくは、別添「上

場会社通信マニュアル」をご参照ください。） 

 

Ｑ：どういった書類を提出できますか。 

Ａ：ｗｅｂ環境からの提出になじまない書類を除き、全ての書類を提出することができます。（ワー

ド形式、エクセル形式、PDF 形式でご作成いただけるものに限ります。） 
 

Ｑ：ＣＳＶ形式の書類を提出できますか。 

Ａ：ＣＳＶ形式のファイルは提出できません。 

 

Ｑ：「上場会社通信」を利用して提出する書類に印章の押印は必要ですか。 

Ａ：省略可能です。 

 

Ｑ：今後も紙ベースで書類を提出したいのですが、必ず「上場会社通信」を利用して提出しなければ

ならないのですか。 

Ａ：従来どおり紙ベースでご提出いただいて結構です。「上場会社通信」を利用した提出は上場会社

の皆様の各種書類提出事務の簡素化が目的です。各社の事務手続きをご検討の上、どちらをご利

用いただいても結構です。 

   

Ｑ：「上場会社通信」を利用して書類の提出を行いたいが、上場会社通信用に新たな様式を準備した

り、ｗｅｂ上で入力したりする必要があるのですか。 

Ａ：上場会社通信用の新たな様式の準備や、ｗｅｂ上での入力作業は一切ございません。従来のワー

ド形式等のファイルをそのままご利用いただけます。またｗｅｂ上では当該ファイルを選択し、

提出ボタンを押していただくだけで手続きが完了します。（詳しくは、別添「「上場会社通信」

マニュアル」をご参照ください） 

 
Ⅳ．その他サイト利用について 

 

Ｑ：「上場会社通信」を利用するには、どういった機器を準備する必要がありますか。 

Ａ：「上場会社通信」はインターネット回線を介してデータの送受信を行ないますので、インターネ

ットが使用できる環境があれば、新たに機器等をご準備いただく必要はございません。 
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Ｑ：「上場会社通信」を利用するには、どういったソフトウェアを用意する必要がありますか。 

Ａ：「上場会社通信」を利用するために必要なソフトウェアはインターネット・サイトを閲覧するた

めのｗｗｗブラウザや電子メールソフト、Microsoft Word, Microsoft Excel、Adobe Acrobat 

Reader 等です。 

 

Ｑ：上場会社通信用に専用のＰＣを準備する必要はありますか。 

Ａ：必要ありません。 

 

Ｑ：「上場会社通信」の利用に際して、費用はかかりますか。 

Ａ：「上場会社通信」の利用に際して、新たな費用は発生しません。ただし、インターネット経由で

情報の送受信を行なうため、インターネット接続のための費用（インターネットプロバイダ料、

通信料等）が必要です。詳しくは、各社のシステム担当者にお問い合わせください。 

 

Ｑ：ユーザーＩＤ及びパスワードを紛失してしまいました。どのような手続きを行なえばユーザーＩ

Ｄ・パスワードを再発行できますか。 

Ａ：自主規制グループ（上場監理担当）までご連絡ください。(電話 052-262-3174) 

 

Ｑ：従来の株式事務担当課以外に上場会社通信事務担当者も決める必要があるのですか。 

Ａ：上場会社通信事務担当者を名証にご連絡いただく必要はございません。 

 

 

以  上 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第 １ 版 
（２００４．４．７） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
㈱名古屋証券取引所 

上場会社通信 マニュアル 
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Ⅰ．使用環境について 
 

 

１．クライアント環境 
 

（１）ブラウザ 

 

上場会社通信を利用するためには、ブラウザが必要です。 

ブラウザは、Microsoft Internet Explorer（5.0 以上）又は Netscape(6.0 以上)をご利用下

さい。 

また、貴社サイトで使用すべきブラウザの種類、または設定内容等については、各社の状況に

より異なりますので、貴社技術部門にお問い合わせ下さい。 

 

 

（２）Adobe Acrobat Reader 

 

ＰＤＦ形式で作成したファイルを閲覧するためには、Adobe Acrobat Reader が必要です。 

なお、Adobe Acrobat Reader は、４．０以降のバージョンをご利用下さい。 

（ＰＤＦ形式のファイルを作成する場合は、Adobe Acrobat が必要になります。） 

 

 

（３）Microsoft Excel 

 

Ｅｘｃｅｌ形式で作成したファイルを利用するためには、Microsoft Excel が必要です。 

なお、Microsoft Excel は、Excel９７以降のバージョンをご利用下さい。 

 

 

（４）Microsoft Word 

 

Ｗｏｒｄ形式で作成したファイルを利用するためには、Microsoft Word が必要です。 

なお、Microsoft Word は、Word９８以降のバージョンをご利用下さい。 

 

 

 

Attention 

ⅰ．上場会社通信を利用する場合には、適切なバージョンを使用して下さい。 

古いバージョンを使用した場合、エラーメッセージ等が表示され、正常に動作しない恐れ

があります。 

 

ⅱ．上記の各ソフトウェアについては、貴社にて用意して下さい。 
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Ⅱ．ログイン操作手順 
 

上場会社通信へアクセスする際には、以下の認証手続きを行って下さい。 

 

１．上場会社通信へのアクセス手順 
 

ブラウザを起動後、名古屋証券取引所のホームページ（http://www.nse.or.jp/）にアクセスし、

トップ画面右上の「上場会社専用サイト」ボタンをクリックしてください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｸﾘｯｸ 

【上場会社通信にアクセスできない場合】 

上場会社通信にアクセスできない場合、以下の内容を確認して下さい。 

 

ⅰ.ブラウザの設定が、上場会社通信の適正な環境（貴社の状況に見合うインターネット接続

方法等）に設定してあるかどうか、確認して下さい。 

 

ⅱ.適切なバージョンのブラウザを用いて、上場会社通信にアクセスしているかどうか、確認

して下さい。 

 

ⅲ.上場会社通信では、セキュリティ対策の一環としてＳＳＬ（Secure Socket Layer）と呼

ばれる通信方式を採用しています。 

貴社ネットワークの状況により、同通信方式を利用できない場合が考えられますので、貴社

技術部門にお問い合わせ下さい。 

 

ⅳ.ダイアルアップ接続で上場会社通信に接続する場合、プロバイダが用意するアクセスポイ

ントのビジー等が考えられるため、一定時間経過後、再アクセスして下さい。 
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２．ログイン操作の手順 
 

上場会社通信へのログイン操作の手順は、以下のとおりです。 

 

（１）下図の認証情報の入力用ウィンドウが表示されますので、ユーザＩＤ及びパスワードを入

力し、［ログイン］ボタンをクリックして下さい。 

   なお、【ユーザＩＤ／パスワードを保存する】欄をチェックすると、次回上場会社通信にロ

グインする際、ユーザＩＤ及びパスワードの入力が不要になります。 

 

 
 

（２）認証手続きが完了すると、上場会社通信画面が表示されます。 

 

    

ｸﾘｯｸ ﾁｪｯｸ

【認証情報が分からない】 

上場会社通信の認証手続きに必要な情報（ユーザＩＤ、パスワード）を紛失した場合は、自主

規制グループ（上場監理担当）まで、お問い合わせください。 
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Ⅲ．上場会社通信の操作手順 
 

１．上場会社通信の画面構成 
 

（１）上場会社通信へのログイン手続き完了後、上場会社通信画面が表示されます。 

 

 
 

メニューを選択することにより、各情報ページ画面が表示されます。 

 
 

２．画面の種類 
 

画面に対する処理メニューは、以下のとおりです。 

 
メニュー 

メニュー名 内  容 

上場会社通知文 上場会社通知文の掲載 

上場関係規則集 上場関係規則集の掲載 

適時開示ガイドブック 会社情報適時開示ガイドブックの掲載 

ＴＤｎｅｔマニュアル ＴＤｎｅｔ関係の書類の掲載 

提出書類様式・提出 
①提出書類の様式の掲載 

②書類の提出 

その他 上記以外のお知らせ文等の掲載 

メールアドレス登録 
更新情報等を受信するためのメールアドレスの登録画面 

（最低限 1名以上の登録をお願いします。（最大５名）） 

メニュー 
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３．「上場会社通知文」画面の閲覧方法 
 

 

（１） ログインすると、最初に上場会社通信画面が表示されます。 

 

① メニューから「上場会社通信」を選択しクリックすると画面が表示されます。 

② ご覧になりたい書類のタイトル名をクリックして下さい。 

  

 
 

 

 

 

４．「上場関係規則集」「適時開示ガイドブック」、「ＴＤｎｅｔマニュアル」、「提出書類様式・提出」、

「その他」各画面の閲覧方法 
 

各画面とも操作方法は「通知文画面」と同一です。上記「上場会社通知文」画面の閲覧方法をご

覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
②
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Ⅳ．上場会社通信からの書類提出 
 

上場会社通信からの書類提出の操作手順 
 

 

①メニューから「提出書類の様式・提出」を選択しクリックすると画面が表示されます。 

  

 
 

     ②提出する書類のアップロード欄の参照を選択し、提出ファイルを選択してください。 

  
 

             ↓ 

 

    
 

 

①

②
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  ③「参照ボタン」左側にファイル名が表示されるのを確認してください。 

  ④確認後、「提出ボタン」をクリックしてください。 

 

 
 

 

   

  ⑤完了メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ④ 

【提出書類の様式について】 

ⅰ.提出書類の様式はワード形式、エクセル形式、ＰＤＦ形式の３種類です。 

 

ⅱ.掲載されている雛形の様式と関係なく提出が可能です。（例 雛形がワード形式で掲載さ

れている変更上場申請書を、独自にご準備いただいたエクセル形式やＰＤＦ形式で提出して

いただくことが可能です） 



 
【上場会社通信 マニュアル】 

NAGOYA STOCK EXCHANGE -8-

Ⅴ．メールアドレスの登録 
 

メールアドレスの登録方法 
 

 

メニューから「メールアドレス登録」を選択しクリックすると画面が表示されます。 

      
 

     画面の案内にしたがって、メールアドレスを登録してください。 

 

 

（お願い） 

最低限 1名以上の登録をお願いします。（最大５名） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 

自主規制グループ 上場監理担当 

 

ＴＥＬ ０５２－２６２－３１７４ 

ＦＡＸ ０５２－２６４－４７０２ 

E-mail syoken@nse.or.jp 


